
公益財団法人埼玉県スポーツ協会補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 県は、本県の体育・スポーツの振興を図るため、公益財団法人埼玉県ス

ポーツ協会（以下「協会」という。）に対し、予算の範囲内において補助金を

交付する。 

２ 前項の補助金の交付に関しては、補助金等の交付手続等に関する規則（昭和

４０年埼玉県規則第１５号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、こ

の要綱に定めるところによる。 

 

（補助対象経費） 

第２条 補助の対象となる経費は、次のとおりとする。 

（１）公益財団法人埼玉県スポーツ協会の運営に要する経費 

   （当該公益法人の運営に必要な経常的経費を含む） 

（２）学校体育団体等補助に要する経費 

 

（補助額） 

第３条 前条に規定する経費に対する補助額は、知事が定める額とする。 

 

（交付申請書の様式等） 

第４条 規則第４条第１項の交付申請書の様式は、様式第１号のとおりとする。 

２ 交付申請書には、事業の内容及び経費の内訳を説明する書類を添付するもの

とする。 

 

（交付決定通知書の様式） 

第５条 規則第７条の交付決定通知書の様式は、様式第２号のとおりとする。 

 

（状況報告） 

第６条 補助事業者は、知事の要求があったときは、補助事業の遂行状況につい

て、当該要求に係る事項を書面で知事に報告しなければならない。 

 

（補助事業の内容の変更等） 

第７条 補助事業者がやむを得ない事情により補助事業の内容を変更するとき、

又は事業を中止するときは、変更交付申請書を速やかに知事に提出し、変更交

付決定を受けなければならない。 

２ 変更交付申請書の様式は、様式第３号のとおりとし、事業内容の変更又は中



止を説明する書類を添付するものとする。 

３ 変更交付決定通知書の様式は、様式第４号のとおりとする。 

 

（実績報告書の様式等） 

第８条 規則第１３条の実績報告書の様式は、様式第５号のとおりとする。 

 

（添付書類） 

第９条 規則第１３条の報告書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しな

ければならない。 

（１）補助事業の成果 

（２）補助事業に要した経費の内訳 

 

（報告書の提出時期等） 

第１０条 規則第１３条の報告書の提出時期は、補助事業等の完了（補助事業等

の廃止・事業年度完了の場合を含む。）後３０日以内又は当該年度の３月３１

日までのいずれか早い日とする。 

 

（額の確定通知書の様式） 

第１１条 規則第１４条の額の確定通知書の様式は、様式第６号のとおりとする。 

 

（補助金の請求） 

第１２条 補助事業者は、補助金の支払いを受けようとするときは、様式第７号

の請求書を知事に提出するものとする。 

２ 概算払にあっては、第５条の交付決定通知書を、精算払にあっては、第１１

条の額の確定通知書を受理した後、請求するものとする。 

 

（財産の管理） 

第１３条 補助事業者は、補助金により取得した財産については、補助事業の完

了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従っ

て、その効率的運用を図らなければならない。 

２ 前項により取得した財産のうち、第１４条第２項に定める財産については、

様式第８号により財産管理台帳を作成しておかなければならない。 

（財産処分の制限） 

第１４条 規則第１９条ただし書に規定する知事の定める期間は、事業完了（当

該財産の取得）後、原則として５年とする。 

２ 規則第１９条第２号に規定する知事が定めるものは、１個又は１組５万円以



上のものとする。 

 

（加算金及び延滞金） 

第１５条 知事は、規則第１８条第１項の規定により補助金の返還を命じたとき

は、補助金の受領日から納付日までの日数に応じ、年１０．９５パーセントの

割合で計算した加算金を当該補助金に加えた金額を納付させるものとする。 

２ 知事は、補助金の返還を命じた場合において、これを納期日までに納付しな

かったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、年１０．９５パ

ーセントの割合で計算した延滞金を納付させるものとする。ただし、やむを得

ない事情により延滞金が生じた場合は、補助事業者の申請に基づき、延滞金の

全部又は一部を免除することができる。 

３ 前項の規定により延滞金の免除を受けるためには、補助事業者は、様式第９

号の申請書を知事に提出しなければならない。 

 

（書類の整備等） 

第１６条 補助事業者は、補助事業に係る経理について、その収支の事情を明ら

かにした帳簿を備え、かつ、当該収支についての証拠書類を整理保管しておか

なければならない。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する年度

の翌年度から５年間保管しなければならない。 

 

（暴力団排除に関する誓約）  

第１７条 補助事業者は、別紙記載の暴力団排除に関する誓約事項について補助

金の交付申請前に確認しなければならず、交付申請書の提出をもってこれに同

意したものとする。 

 

   附 則 

１ この要項は平成９年４月１日から適用する。 

２ 財団法人埼玉県体育協会補助金交付要綱（昭和５９年４月１日）は、廃止す

る。 

   附 則 

   この要綱は平成１５年４月１日から適用する。 

   附 則 

   この要綱は平成１８年４月１日から適用する。 

附 則 

   この要綱は平成２４年４月１日から適用する。 



   附 則 

   この要綱は平成３１年４月１日から適用する。 

   附 則 

   この要綱は令和４年９月１日から施行する。 

 

 


